
「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」等に関する調査特別委員会について  

 

【設置目的】 

 「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」等に関する正確な情報を整理し、

今後の豊橋公園東側エリアの整備についての調査研究を行うため 

 

【調査事項】 

・多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業に関連する資料に基づく情報や発

信について 

・多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の提案内容について 

・今後の豊橋公園東側エリア及び関連するスポーツ施設の再編の考え方について 

・住民投票後の考え方について 

（開始：令和７年６月） 

 

【これまでの経過】 

年度 月日 内容 

R7 

7.6.20 

設置議決 
委員会 案 件：正副委員長の互選／委員会の今後の進め方 

7.7.4 委員会 案 件：参考人の出席について／委員会の今後の開催日程について 

7.7.14 委員会 案 件：多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業について 

7.12.15 委員会 案 件：管外視察について 

8.1.20 委員会 案 件：参考人の出席について／委員会の今後の開催日程について 

8.1.26 ～

8.1.27 

管外視察 視察先：佐賀県「SAGAアリーナについて」 

        長崎県佐世保市「佐世保中央公園再整備事業について」 

8.2.5 

委員会 案 件：多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の事業ス

ケジュール等について/多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア

整備基本設計の概要について 

 

資料１ 


